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東社協 社会福祉法人協議会の取組

 平成25年度から検討開始し、26年度は、各施設部会の代表も含む「社会
貢献事業推進委員会」を設置して検討

 大阪府社会福祉協議会 老人施設部会 「生活困窮者レスキュー事業」
の取り組みを参考に東京における実施案を検討し、「寄り添い型連携支
援事業」等の実施を提案

 セミナー実施、各施設部会における説明・意見交換等実施

 社会福祉法人を対象としたアンケート実施（H26.9）
・理念、考え方には一定の理解

・「制度の狭間」等の課題に取り組むことや、連携することには概ね賛同

・連携は区市町村、又はさらに小地域で、地域のニーズに応じる取り組みを

・法人独自の社会貢献の取り組みも重視していく必要性

・「寄り添い型連携支援事業」に賛成する声もあるものの、相談員の人材確

保や特別会費の拠出等現実的に厳しい、対象者が日頃の支援対象者と

は異なり困難等により参加は難しいとする法人もあった



○各地域における福祉ニーズを踏まえた地域公益活動を実施するために区市町村
社協や民協を含む福祉関係者と共に柔軟なメニューを検討

○社会保障審議福祉部会の検討状況を注視し、国の動向を踏まえたしくみになるよう
に検討

平成２６年度 社会貢献事業検討委員会による検討

東社協全体での取組へ

社会福祉法人協議会

社会福祉法人協議会

施設部会からも委員として参加

区市町村社会福祉協議会部会
施設部会
（高齢・医療・更生・救護・婦人・身障・保育・児童・母子・乳児・知的・障害児）

民生・児童委員協議会 東社協事務局等

これまでの社会福祉法人協議会の取組を発展させ東社
協全体の取組へ

社会福祉法人の連携による社会貢献事業について「中間のまとめ」
（Ｈ２７．３．２４ ）



○「制度の狭間の課題」「複合的課題」には地域福祉の視点でのしくみづくり
○社会福祉法人の本旨に基づき地域で必要な役割を果たす
○制度では解決が難しいニーズに対応してきた一方で不十分だった可視化や情報発信
○分野を超えた多様な主体が多数存在する東京の特性を活かした連携
○社会貢献事業は社会福祉法人による率先した取り組みと区市町村社協等との連携・協働

（１）社会福祉法人に求められる役割

「中間のまとめ」の内容

（２）東京都における社会福祉法人の連携による社会貢献
事業のスキーム

理 念

目 的 実施体制

社会福祉法人が地域の関係者と共にネットワークを組み、「制度の狭間の課題」や「複合的課題」等の
ニーズに対してサービスの創造及び支援を行い、地域で必要とされる役割を果たす

①地域のニーズを捉える
②福祉制度等の利用につなげる
③制度の狭間等の課題に向き合う
④複数の施設や団体、関係機関が連携して対応する
⑤必要とされるサービスや支援を創造し実践する
⑥実践に基づき、新たな福祉サービスの制度化につなげる

社会福祉法人、区市町村社協、東
京都社会福祉協議会の連携事業と
し、東社協は地域連携事業を支援、
広域連携事業を実施する



１

１ 各社会福祉法人の事業等を通じた地域のニーズ把握
２ 各社会福祉法人独自の取組みの社会貢献事業としての位置付けと積極的な
情報発信

３ 地域の関係者との連携

１ 各地域の実情を踏まえた社会福祉法人のネットワークづくり
２ 「ニーズの発見と気づきのシステム」づくり
３ ニーズを踏まえた支援・事業の創造
４ 地域の取組み状況等を発信し、広域で共有するための取組み

１ 地域の社会貢献事業の取組みの推進及び支援
２ 複数の地域における取組みに基づく全体のスキームの検討
３ 財源の検討
４ 社会福祉法人独自の社会貢献事業及び地域の連携事業の積極的な情報発信
５ 東京全域における事業実施の推進

社会福祉法人の連携による社会貢献事業について
「中間のまとめ」に基づく ３つの層による取組み

広域（東京都全域）における取組み

各地域（区市町村域）における取組み２

３

社会福祉法人による取組み
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（Ｈ２７検討）

○各地域のネットワークをつなげる広域連携体制の構築
○各社会福祉法人や地域における取り組みの共有及び広報
○社会福祉法人による社会貢献事業に関する啓発・推進
○各社会福祉法人や地域における取り組みをバックアップするための事業
○地域ニーズ及び各法人や地域の取り組みに基づく提言活動
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（１）スキーム・事業の検討・推進

平成２７年度の東社協の取組

社会貢献事業検討委員会 普及啓発小委員会

財源・基金小委員会

（２）地域連携支援（地域におけるネットワーク化の推進）

○モデル事業 ６カ所

○ネットワーク立ち上げ支援

○地域ネットワーク関係者連絡会の開催

荒川区

練馬区

府中市

国立市

多摩市

東村山市

広域連携事業検討小委員会



（３）普及・啓発 国や都の動向、東社協における検討状況等の情報提供、
他の法人・地域の取組みの紹介等

○普及啓発小委員会
○法人協社会貢献事業推進委員会における活動
○施設部会連絡会、社協部会、各種別協議会における情報提供及び普及啓発
○社会貢献事業に関する広報誌「社会貢献事業ＮＯＷ」による情報提供

（４）広報・情報発信

○社会貢献活動の事例募集
○モデル事業実施地区における各法人の取組みに関する調査
○広報
①社会貢献事業に関する情報コーナーの作成（東社協ホームページ・福祉広報）
②関係者への協力依頼（区市町村社協・各法人・施設のホームページ、広報誌）

（５）東社協事務局内連携

○東社協社会貢献事務局内プロジェクトの開催



○「保育園長会」「特養施設長会」など種別ごとの連絡会や、「子育て支援ネットワーク」な
ど課題ごとの連絡会はあっても、高齢・障害・児童等の種別を超えた事業所のネットワー
クはほとんどない。

○Ａ保育園の近くにＢ障害者施設があることは知っているが、お互いの利用者やサービス、
利用手続きなど、知らない場合もある。

○各事業所で社会福祉サービスを提供するなかで、「制度では対応できないケース」や、
「１つの事業所では対応できない家族の課題を抱えるケース」などに気づくことがあっても、
これまで対応のしようがなかった。

現 状現 状

地域の社会福祉法人・事業所のネットワーク化

めざす姿めざす姿 ◆ 各事業所同士が連携できる関係をつくる
◆ ニーズを把握し、共有するしくみをつくる
◆ ニーズの解決のために取組む



地域ネットワーク化の状況地域ネットワーク化の状況
平成２７年１１月現在

連絡会組織を発足した地域連絡会組織を発足した地域

ネットワーク化に向けた取組みを東社協が把握している地域ネットワーク化に向けた取組みを東社協が把握している地域

東村山市 国立市

大田区

世田谷区 中野区

杉並区

北区 荒川区

板橋区

練馬区

立川市 青梅市

府中市 清瀬市 多摩市

モデル地区

それ以外

取組み内容の例
○地域の法人にアンケートを実施し、各法人が取り組んでいる社会貢献事業の
実施状況、地域のニーズ、法人が地域に活かせる社会資源等を把握
○社会福祉法人を取り巻く状況、先駆的な実践等をテーマに研修会を開催
○地域住民向けの広報誌発行 → 具体的な事業化の検討はこれから

足立区

豊島区



広域連携事業の検討

検討内容検討内容

検討方針検討方針

地域によらず共通するニーズ、広域支援の必要があるニーズに対
応するため、広域の連携による社会貢献事業を実施するための検
討を行う。

○社会福祉法人だからこそできること、社会福祉法人に求められて
いるニーズに対応する。
○分野や地域を超えて、法人が連携して取り組める可能性が高い
内容とする。
○社会福祉法人をめぐる社会情勢を踏まえ、できるだけ早期に事
業化を図り、実践する。
○将来的には必要性に応じて複数の事業を実施することも考え
られるが、実施可能なことから取り組む。

テーマテーマ ○例えば、居住支援、緊急宿泊支援、中間的就労、児童養護施設
等（社会的養護）退所者支援等が考えられる
○上記検討方針を踏まえて「中間的就労」に関する検討から始める

検討組織検討組織 「広域連携事業に関する勉強会」からスタートし、１１月の第２回社会
貢献事業検討委員会を経て「広域連携事業検討小委員会」を発足



都内の各法人が取り組んでいる社会貢献事業

社会福祉法人協議会によるアンケート結果から（H26.9）
1   地域住民対象の行事の開催
2   地域行事等への協力
3   地域団体の活動への支援
4   地域組織の委員等の引受け
5   物品等貸出・施設設備の開放
6   居場所作り、交流の場づくり等
（サロン、喫茶店等）

7   食事の提供
8   地域の子育て支援
9   学習支援

10  安否確認・見守り
11  相談事業
12  地域住民の生活支援
（買い物・交通・郵便等）

13  施設等利用者の送迎
14  清掃

15  金銭的援助
16  就職・就労支援
17  中間的就労の場の提供
18  緊急一時保護・短期宿泊
19  引きこもりの方への支援
20  施設退所者・ＯＢへの支援
21 災害時の支援等
22 利用料等の減免
23 高齢者雇用・障害者雇用等
24 空き家の見守り・管理等
25 ネットワーク作り
26 福祉教育・啓発、啓蒙活動、
講師派遣、福祉人材育成等

27 職場体験等の受け入れ
28 生活困窮者への支援、制度の狭間
の課題への対応



地域に“子育てコミュニティ”をつくる
～昭島市・社会福祉法人ダビデ会～
地域課題地域課題 駅前の商店街のシャッター街化

行き場のない高齢者
児童公園に集まる中高生
万引きや恐喝まがいのトラブルなど増加

異世代が集うことのできるしくみを作れないか？
取組みの
方向性
取組みの
方向性

市役所へ：活用できる補助金はないか？
⇒結果的には補助金は困難に・・・

商店街へ：活用できる場所はないか？
⇒反対の意見もあったが期待も多く寄せられた

地域との
連携・調整
地域との
連携・調整



「地域ふれあい館」を商店街の一角にオープン

クラス単位でふれあ
い館に出向くことでク
ラス担任保育士も地
域の方と関われる人

材となる

成果成果

・全面ガラス張りの
施設づくり

・利用者の登録制

利用者が利用層・時
間帯を選べるプログ

ラム設定

○地域からの保育所等に対する騒音苦情がなくなった

○職員・保育所利用保護者の老後の居場所づくりの
提供という位 置づけにより、職員・保護者の参画意識

○保育所で提供している保育実践を地域の子供にも
提供することで職員の資質向上

資金不足・人材
不足の工夫

多様な利用者の
ニーズに応える

工夫

地域に受入れら
れる工夫

地域からの期待とニーズに応えて



町会・自治会のアイディアと法人のノウハウを
合わせる～品川区・社会福祉法人福栄会～

地域特性地域特性
町会・自治会が活発
町会会館をもっと活用できないか
一人暮らしでさびしい思いをしている人がいる
都営住宅で部屋に引き込もりがちな人がいる

地域に住民が集まっておしゃべりできる場づくり

⇒法人のノウハウを活かして、地域に職員が出向き、
出張サロンを開く

取組みの
方向性
取組みの
方向性

一つ目のサロンは町会会館を活用

町会ボランティア、民生児童委員、ケアマネジャーが地域で声
かけし、回覧板や掲示板等で周知

地域との
連携（１）
地域との
連携（１）



地域との
連携（２）
地域との
連携（２）

２つ目のサロンは近隣の自治会集会所を活用
「脳トレ」で勉強と娯楽をかねる
⇒デイサービス職員がプログラムと教材を用意
法人の厨房で作った高齢者向けのお弁当を低額で提供

○サロン開設にあたり、自治会から希望を募って福祉施
設の見学会やお弁当の試食

⇒法人について、福祉施設利用者、高齢期の生活や食
事について知ってもらい、サービス利用までは自分で頑
張る姿勢を支援する(予防の観点）
⇒地域で顔がつながる中で、困った時に相談が入り、福
祉サービスの利用方法等の情報提供ができるように

地域に広く
知ってもらう
地域に広く
知ってもらう

○法人本部の建物は品川区の観光案内所として登録（ト
イレや休憩場所として提供）

○日常の困りごとから災害時の福祉避難所まで困ったと
きに安心して住民が頼りにできる法人としての意識をもっ
て



人としての尊厳を守る
～小金井市・社会福祉法人聖ヨハネ会～

発見発見
衛生状態が極めて悪化した一軒家で一人暮らしの高齢者
ゴミが溢れ、風呂・トイレは使用できず、ネズミや害虫の発生
介護保険サービスは拒否
近隣からは市や包括支援センターに苦情が寄せられる状況

唯一利用の配食サービスを通じて、安否確認と状況確認

⇒詐欺被害のターゲットになっている状況や衛生状況の悪
化、火事の心配など
⇒「このままでは人としての尊厳を守れない」

状況確認状況確認

法人として必
要な支援を
法人として必
要な支援を

法人の高齢者福祉部門３施設で検討

⇒本人の自己判断できる今のうちに、本人の同意をえて積極
的な介入・支援について、制度に基づく支援に限らず、法人と
して本人に必要な支援を行うことを決定

関係づくり関係づくり

⇒月に２回、在宅サービスセンターに来てもらい無料で食事
を提供し話を伺う
⇒半年かかって、清掃等の支援を受け入れてくれることに



この間、関係機関担当者会議で、情報共有、課題の共通意
識化、支援プランの立案等

関係者の
情報共有
関係者の
情報共有

本人同意で
の支援
本人同意で
の支援

ショートステイ利用で、入浴、食事の支援

その間に、法人職員が自宅の清掃、入浴、衣類・寝具の交換、
消毒、ゴミ廃棄等、住環境の整備
＊法人の社会貢献活動と位置付けて職員の協力を得た

今後の生活について相談し、ヘルパー利用や医療受診などを
提案

支援を必要とする
「人」に着目して支
援を創造していく

法人の理念に基づく実践を
『フィッティングサポート』と定義

地域に目を向け在
宅生活を支えてい
く「人財」の育成

老いから終末まで、
その人らしさを大
切にした尊厳ある
支援の実現



おおたスマイルプロジェクト

れいんぼう久が原
（構成）特別出張所、自治会、

民生員児童委員協議会
教育委員会、小学校、中学校

（会場）社福）池上長寿園 会議室

れいんぼう大森
（構成）特別出張所、自治会

民生員児童委員協議会
教育委員会、小学校、中学校

（会場） 社福）大田幸陽会 集会室

大田区内の社会福祉法人が連携
し、それぞれの法人のノウハウ等
を活かし、地域の問題解決のた
めに取り組む

社会福祉法人大田区社会福祉協議会
社会福祉法人大洋社
社会福祉法人池上長寿園
社会福祉法人大田幸陽会

子どもの貧困がもたら
す課題や異世代交流

テーマテーマ

プロジェクトチーム

プロジェクトチーム

テーマテーマ

プロジェクトチーム

テーマテーマ

今後、テーマに合わせて複数
のプロジェクトチームを作って
行くことを想定

複数法人が連携して地域の子供の支援
に取り組む～大田区



（大森） 子どもの「貧困連鎖STOP」

（久が原）地域力を高める「異世代交流」～異世代交流＋連携＋育成～

大田区の子ども若者が、

様々な組織や人達（れいんぼうな人達）と、学習と健康と様々なプロ
グラムを通して（れいんぼうな経験）生きていく力をつけていく。

「れいんぼう」活動目的「れいんぼう」活動目的

取り組み準備から現在まで取り組み準備から現在まで

準備 • 問題の発見→目標の設定→方法の選定→企画準備• 問題の発見→目標の設定→方法の選定→企画準備

企画

• メニュー・対象者・担当・工程表・予算・連携先・趣意書・名前

• 学習メニューやマニュアル作成→練習会（学習＋調理など）

• メニュー・対象者・担当・工程表・予算・連携先・趣意書・名前

• 学習メニューやマニュアル作成→練習会（学習＋調理など）

交渉

• 社協＋連携法人へ協力依頼、行政含む地域関係者へ説明

• 挨拶先への連絡調整を社協が行う

• 社協＋連携法人へ協力依頼、行政含む地域関係者へ説明

• 挨拶先への連絡調整を社協が行う

募集

• 広報ポスター・チラシ作成→掲示・配布・協力依頼→説明会

• 申込先は社協へ、会場は他法人会議室等にて

• 広報ポスター・チラシ作成→掲示・配布・協力依頼→説明会

• 申込先は社協へ、会場は他法人会議室等にて

開始
• 面接→個別学習計画→実施• 面接→個別学習計画→実施










